
長崎県ブランド農産加工品認証制度「長崎四季畑」ＰＲ業務委託仕様書 

 

１ 目  的 

  長崎県ブランド農産加工品認証制度「長崎四季畑」の認知度向上を図る。 

 

２ 契約期間 

  契約日から令和７年２月２８日（金）まで。 

 

３ 業務内容 

   業務項目及びその数量は、別紙「長崎県ブランド農産加工品認証制度「長崎四

季畑」ＰＲ業務委託仕様書－２」のとおり。 

 

４ 委託条件 

（１）担当者の配置 

    本業務を円滑に行うため、担当者を正・副１名ずつ配置すること。 

（２）受付・応対業務 

    長崎県の休日を定める条例（平成元年長崎県条例第 43号）に定める休日を除

く、毎日、９時から１７時の間、本業務に係る協議・相談等依頼の受付に対応

できること。 

 

５ 成果物 

   業務完了にあたっては、業務完了報告書を正・副１部ずつ提出すること。ま

た、業務遂行にあたり製作したデータ一式（パンフレット、タペストリーの写真

等）を電子媒体（ＤＶＤ又はＣＤ－ＲＯＭ）にて１式（１部）提出すること。 



数量 単位 備考

１．「長崎四季畑」認証制度の周知

1 テレビＣＭ放送 75 本

・７５本（１日３本程度）
・放送するテレビ局は長崎県内の民放４局から選ぶ
・放送時間は10時～12時、14時～16時の時間帯を外す
・放送時期等について、県と協議の上決定する
・動画の素材(XDCAM)は県が提供する（提供する動画の長さは15秒）

2 リール動画の作成 1 式

■Instagram配信用のリール動画の作成
・四季畑商品の認証基準や美味しさ、長崎らしさなどの魅力が伝わるリール動画３本作成
　(１本あたり90秒以内)
・令和６年１２月３１日までに作成する
・動画の作成に必要なスタジオやカメラ等機材費、人件費(フードコーディネーター等)、サンプル、備品の手配も含
む
・動画に使用する商品は令和５年度長崎四季畑新規認証商品を中心に選定する
・動画時間や内容等については、県と協議の上決定すること

2．販売店と連携した認証商品の披露

3 県内販売フェア 1 式

■長崎四季畑取扱店（県内）において、フェアを開催するにあたってのマネキン手配、景品・試食サンプル、備品
の支払い
　・マネキンの手配（1人×６日、１日あたり８時間）
　・景品・試食サンプル及び備品の購入
　・景品・試食サンプル及び備品の購入経費については合計180，000円で積算すること
　・日程等の詳細については未定のため、県と協議の上決定すること

4 県外販売フェア 1 式

■東京等県外において、フェアを開催するにあたっての景品・試食サンプル、備品の支払い
　・景品・試食サンプル及び備品の購入
　・景品・試食サンプル及び備品の購入経費については合計120，000円で積算すること
　・日程等の詳細については未定のため、県と協議の上決定すること
　・フェアの運営、景品・試食サンプルの選定は県が行う

　　　（３）ＰＲツール制作

5 パンフレット 12,000 部

日本語版パンフレット×12，000部
　（サイズ／Ａ５：72面　用紙／マットコート紙73ｋｇ　印刷／フルカラー　加工／中綴じ）
　・デザイン制作費含む
　・商品写真撮影　（パッケージ写真、盛り付けイメージ写真を各30枚程度）
　・デザインについては、県が提供する画像データ及び新たに撮影した写真等を活用し、県と協議の上決定するこ
と
　・既存認証商品のデータ（過去の制作物のaiデータあり）を提供可能
　・データの修正及び追加あり。掲載データをエクセルファイルで提供する
　・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする

6 タペストリー 2 個

■タペストリー×２(サイズ／W600 ×H1,200　生地／テトロンポンジ)
　　・タペストリー２個のデザインは異なるものとする
　　・デザインについては、県と協議の上決定すること
　　・デザイン制作費含む
 　 ・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする

令和６年度　長崎県ブランド農産加工品認証制度「長崎四季畑」ＰＲ業務委託仕様書―２

項目

メディアや動画を活用したＰＲ

（１）店頭イベント

（２）ツール制作


